
平成22年６月橋本市議会定例会会議録（第４号）その２ 

平成22年６月16日（水） 

                                           

       

（午前９時30分 開議） 

○議長（中西峰雄君）おはようございます。

先日は遅くまでご苦労さまでした。きょう１

日、一般質問、よろしくお願いします。 

 ただ今の出席議員数は22人で、定足数に達

しております。 

                     

○議長（中西峰雄君）これより本日の会議を

開きます。 

                     

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（中西峰雄君）これより日程に入り、

日程第１ 会議録署名議員の指名 を行いま

す。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第81条

の規定により、議長において１番 岡君、14

番 土井君の２人を指名いたします。 

                     

 日程第２ 一般質問 

○議長（中西峰雄君）日程第２ 一般質問 を

行います。 

 順番15、３番 富岡君。 

〔３番（富岡清彦君）登壇〕 

○３番（富岡清彦君）おはようございます。 

 それでは、一般質問を行います。 

 私は、市政の主人公は市民、この立場から

２項目について質問をいたします。 

 最初の質問は、真に市民の命と健康を守る

国民健康保険事業についてです。この問題は

何度も取り上げてきましたが、日に日に深刻

な事態が進行しています。全国的には、国民

健康保険税（料）を長期に納税できなく、保

険証が取り上げられ、病気になっても医療を

受けられず、死に至るケースが増加する傾向

が見られます。橋本市の国民健康保険事業も、

能力を超えた課税ということから、納期まで

に納税できない国民健康保険加入世帯が２割

に達する現状にあります。このまま放置すれ

ば、国民階保険制度は維持できないと、すべ

ての市民の命と健康を守れなくなると、この

ことを危惧し、質問をいたします。 

 まず、申し上げておきます。国民健康保険

事業は国の事業であり、自治体でこの事業に

携わっている職員の皆さんは大変頑張ってい

ただいているということです。その上で、以

下の質問をしたいと思います。 

 質問の第１は、本年４月に担当部長がかわ

りました。そこで確認をしておきます。国民

健康保険事業は社会保障の重要な柱であると

考えるが、担当部長の認識を伺います。 

 質問の第２は、社会保障としての国民健康

保険でありながら、国民健康保険は社会保険

であり、自己負担が発生する制度である。保

険税を払えないと、短期保険証、資格証明書

（保険証の取り上げ）が発生する制度上の欠

陥があります。国民健康保険は強制保険であ

り、市民の最後のセーフティネットとなって

いますが、この点の認識を伺います。 

 質問の第３は、国民健康保険税を払えない

市民をどのように救済するか、いかにして市

民が払える国民健康保険税額にするかを問う。

高い国民健康保険税の最大の理由は、国が国

民健康保険事業に対する負担金を大幅に削減

していることにあり、これをもとに戻すこと

を国に強く求めること。また、自治体として

国民健康保険加入者の能力に応じた課税とす

る策を問う。 

 質問の第４は、納税率の向上のため、加入
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者の能力に応じた税額にする。この点、他の

保険では資産割をとっていません。この制度

が重税感を増強していると考えるが、答弁を

求めます。 

 ２項目めの質問は、橋本小中一貫校につい

てです。日本共産党橋本市委員会は、本年３

月、橋本市小中一貫校についてのアンケート

調査を実施いたしました。対象地域は橋本市

小・中学校区の全戸、約2,500戸を対象といた

しました。この結果について教育長に伺いま

す。３月31日時点で122通の回答があり、最終

は約150通の回答をいただきましたが、この時

点の数値で、橋本小中一貫校について賛成

14.7％、反対58.1％、わからない14.7％、ど

ちらとも言えない12.2％。このような結果で

した。この結果について教育長の見解を伺い

ます。 

 質問の第２は、橋本小中一貫校について、

地域の皆さんは多くの心配をされていること

がわかりました。具体的には、通学路の安全

確保についてをはじめ、小学生のプール使用

の件、体育館の使用、運動場の使用、水害対

策、避難所の問題、歴史ある小学校がなくな

るなど、多数であります。教育委員会はこれ

らの心配にどのように説明するのか伺います。 

 質問の第３は、橋本中学校区以外の小中一

貫教育について、どのような計画で進めよう

としているのか伺います。 

 質問の第４は、小中一貫校、中高一貫校、

２学期制の実施など、橋本市の教育環境は大

きく変化している今、市民参加で、仮称「橋

本市の教育を考える会」を教育委員会主導で

立ち上げるべきと考えるが、教育委員会の見

解を伺います。 

 以上、演壇からの質問を終わります。 

○議長（中西峰雄君）富岡議員、申し上げま

す。発言通告書の中には、１番の②の項目が

３項目上がっておりますが、これは質問を省

略されますか、質問されますか。 

○３番（富岡清彦君）はい、質問いたします。 

○議長（中西峰雄君）では、質問をお願いい

たします。 

○３番（富岡清彦君）１番バッターでありま

すのに、大変ご迷惑をおかけいたしておりま

す。手違いがあったようでございまして、こ

の１項目めの不納欠損の関連で、３点質問を

したいんです。 

 一つは、ここ数年間の不納欠損額について

具体的に伺います。また、この不納欠損にす

る基準についてどのようになっているのか伺

いたい。 

 ２点目は、橋本市独自の減免制度の活用実

態がどのようになっているのか。また、この

制度の充実を考えられないか、伺います。 

 ３点目は、国民健康保険税の強制徴収、預

金の差し押さえ、これは何を基準に行ってい

るのか。この３点、追加といいますか、お尋

ねをいたします。 

 以上でございます。 

○議長（中西峰雄君）３番、富岡君の一般質

問に対する答弁を求めます。 

 教育長。 

〔教育長（松田良夫君）登壇〕 

○教育長（松田良夫君）おはようございます。

小中一貫教育についてのアンケート結果につ

いてお答えします。 

 橋本市の子どもたちのより良い学びを実現

するために、橋本市教育委員会と学校が進め

ている小中一貫教育について、また、今後計

画している橋本小学校と橋本中学校の合同校

舎での教育について、地元の皆さんに説明さ

せていただき、ご理解を得ながら取り組みを

進めることを目的として、平成21年３月から

９月にかけて、区単位とした説明会を８回に

わたり開催してきました。 

 また、区の役員会や区長会、健全育成会、
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橋本小学校ＰＴＡ総会等においても小中一貫

教育と橋本小中一貫校についての説明を行っ

てきました。橋本市保育園保護者会連合会の

役員の方々との懇談会においてもこのテーマ

で懇談を実施しました。 

 これらの説明会では、だれもがいまだ経験

のない小中一貫校に対して、保護者や地域の

方々から、不安となることについて多くのご

意見をいただきました。 

 それに対して、現在実践している学校の考

えや教育委員会事務局の考えを説明する形で

お伝えさせていただき、その場ではお答えで

きないものについては、持ち帰り検討するよ

うにさせていただきました。 

 その説明会から、教育委員会としましては、

不安要素は残るものの、橋本小中学校の実践

から、小中一貫教育に対する理解は得られた

ものと考えています。 

 しかし、日本共産党橋本市委員会が行われ

た橋本小中一貫教育についてのアンケートで

は、回答数122通のうち、反対が58.1％と、約

６割を占め、このことについては事務局とし

ての説明が十分行き届いていなかった方々が

おられるという結果となっています。今後も、

これまでに説明会でいただいたご意見を反映

する形で説明会を開く予定をしています。こ

の６月10日に１回目の説明会を開催し、明日、

17日にも開催する予定をしています。また、

不安を払拭し、小中一貫教育、小中一貫校に

ついてのご理解を得るための取り組みを継続

して行っていきたいと考えています。 

 次に、具体的な心配事への対応についてお

答えします。 

 学生のプールの使用、体育館の使用、運動

場の使用など、施設面については、地域住民、

保護者、教職員、行政関係者で構成された橋

本小中一貫校建設検討委員会を立ち上げ、説

明会等でいただいた意見を吸収しながら検討

を重ねていただいています。 

 検討された内容について、説明会等で提示

し、ご意見を聞かせていただきたいと考えて

います。 

 橋本小学校の橋本中学校敷地内への建設は、

小中一貫教育の推進と耐震に対応するという

２面があります。安心安全、教育の充実とい

う観点から、橋本小学校の橋本中学校敷地内

への建設を決定しました。歴史ある橋本小学

校の場所は移動しますが、現行の法制度の中

で実施する小中一貫教育、小中一貫校である

ことから、橋本小学校自身は今後も歴史を重

ねることになりますので、ご理解をお願いい

たします。 

 避難場所についてですが、現在、橋本小学

校が避難場所として指定されております。今

回の移転に伴い、現在の橋本小学校が避難場

所でなくなることから、市内部において避難

場所が再検討される予定となっています。 

 また、通学の安全確保については多くのご

意見をいただいており、特に市役所前の国道

横断についての不安に対し、現在、橋本署に

対策の要望を上げているところです。現時点

では解決するまでは至っていませんが、通学

の安全確保だけでなく、より良い小中一貫校

としていくために、保護者や地域の皆さま方

にも参画していただける項目については、検

討・協議を行う場を設定し、不安等を解消し

ていく取り組みとしていきたいと考えていま

す。 

 次に、橋本中学校区以外の小中一貫教育の

計画についてお答えします。 

 平成19年度橋本市教育協議会を立ち上げ、

これからの橋本市の教育の方向性について議

論いただきました。本協議会には学識経験者、

社会教育団体、教育関係者、公募の市民から

参画いただき、それぞれの立場から見える地

域社会や子どもたちの姿について協議を行う
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中で、「人が育ち合う、共育のまちづくり」と

題した答申をいただきました。その中で、中

１ギャップ、学力、生徒指導等、小・中学校

間にある課題を解決するために、子どもの発

達や育ちに視点を当て、校種を超えて課題を

共有し、９年間の中で、ふさわしい時期にふ

さわしい方法により、生きる力をつけるため

の取り組みの重要性を提言いただいています。 

 この４点の取り組みを進めることを小中一

貫教育とし、全市的に取り組みを進めていま

す。例えば、「生きる力」を育てる小中共通の

目標を設定する、児童生徒の交流の場をつく

り、集団性を高める、小中の教師が授業研究

を通して児童生徒の状況を理解し合い、授業

改善につなげる、中学校教員と小学校教員の

人事交流による交流授業などに取り組んでい

ます。  このことを受け、教育委員会としまして、

幼児教育から義務教育へ、連続的に子どもの

成長を保障することを重要課題ととらえ、子

どもの発達に応じた取り組みを推進していま

す。 

 現段階では、すべての中学校区が４要件を

満たす取り組みとなってはいませんが、今後、

全中学校区で実施できるよう努めてまいりま

す。 

 その中で、保育園・こども園及び幼稚園の

連携、保育園・こども園及び幼稚園と小学校

との連携、小学校と中学校との連携が不可欠

です。そのために、小学校区の保育園・こど

も園及び幼稚園と小学校の教職員の研修や中

学校区内の小学校と中学校の教職員の研修の

場を設定し、教育内容や生徒指導等について

連携を図っているところです。この取り組み

の一つが小中一貫教育です。 

 次に、市民参加の会を立ち上げることにつ

いてお答えします。 

 橋本市教育委員会の基本方針は、人づくり

はまち全体で行うと設定し、学校はもちろん、

保護者や、子どもを取り巻く大人が、家庭教

育、幼児教育、学校教育、社会教育等がそれ

ぞれの立場から分野を超えて課題を共有し、

生涯学習による人づくり、まちづくりを進め

ています。 

 橋本市の小中一貫教育の要件として次の４

点を設定しています。 

 小中一貫教育等についても、学校だけの取

り組みとするのではなく、学校、家庭、地域

社会が力を携え、子どものより良い育ちに、

それぞれの立場から働きかけていただくこと

で、一層の効果が望めると考えます。 

 １点目は、中学校区内の学校がめざす子ど

も像を共有し、取り組むべき方向性を示した

小中一貫教育目標の設定です。 

 ２点目は、１点目の目標実現に向け、９年

間の連続した学びと育ちを支援する教育課程、

指導内容・方法、形態の連続性の取り組みで

す。 

 橋本市の教育について語り合う場を通して、

大人が学ぶ場とすることは意義のあることだ

と考えます。地域の健全育成、共育コミュニ

ティ事業、地域シンポジウム等、教育委員会

として取り組んでいる事業がありますので、

方法等については検討してまいりたいと思い

ます。 

 ３点目は、社会性や規範意識を学び、豊か

な人間性を育てる小中合同行事や、異年齢集

団活動を行う、児童生徒の教育活動の連続性

の取り組みです。  以上でございます。 

 ４点目は、小・中学校間の積極的な人事交

流や合同研修など、教職員間の連携の取り組

みです。 

○議長（中西峰雄君）健康福祉部長。 

〔健康福祉部長（上田敬二君）登壇〕 

○健康福祉部長（上田敬二君）国民健康保険
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の質問についてお答えいたします。 

 （１）の１点目の社会保障についての認識

についてお答えいたします。 

 一般的に社会保障制度とは、疾病、負傷、

分娩、廃疾、死亡、老齢、失業、多子その他

困窮の原因に対し、保険的方法または直接公

の負担において経済的保障の道を講じ、健康

で文化的な最低限度の生活を営むことができ

るようにすることとされており、社会保障給

付の大宗を占める年金・医療・介護は社会保

険方式により運営されております。 

 その社会保障制度は、社会保険、社会福祉、

公的扶助及び公衆衛生から成り立ち、国民健

康保険はこの社会保険の中の一分野であり、

病気やけが、出産、死亡などがこの給付対象

となり、重要な使命を持っていると考えます。 

 ２点目の国民健康保険とセーフティネット

の関係ですが、国民健康保険は、国民健康保

険法の規定に基づき、市の区域内に住所を有

し、他の医療保険制度に属さない人すべてを

被保険者としており、高齢化や産業構造の変

化などの影響を受けやすいという現実があり

ますが、すべての人が医療保険に加入すると

いう国民皆保険制度のセーフティネット機能

が働いていると言えます。 

 おただしの保険税、一部負担、短期被保険

者証、被保険者資格証明書については、被保

険者個々の事情もありますが、法等の規定に

基づき、円滑かつ適正に運営していくために

施行しているものでありますので、ご理解の

ほど、お願いいたします。 

 ３点目の国民健康保険税を支払えない市民

をどう救うかについてですが、今、国におい

ては後期高齢者医療の平成24年度末の廃止に

向けて制度改革の準備を行っているところで

すが、その改革にあわせて国民健康保険制度

改革の検討も行われているところです。市と

して、今後も引き続き、被保険者及び市の負

担の軽減について各種協議会、県・国の会議

の機会などを通じて、国に要望してまいりま

す。 

 ４点目の加入者が支払える国民健康保険税

についてですが、国民健康保険制度の課税に

おける資産割は応能負担における所得割額を

補完する役割となっているものであり、また、

税の賦課に関しても、法等の規定により税率

を算定しているものでありますので、ご理解

のほどをお願いいたします。 

 次に、（２）の１点目の不納欠損についてで

すが、国民健康保険税の不納欠損額は、平成

19年度5,284万5,913円、平成20年度2,062万

1,664円、平成21年度1,675万9,601円となって

います。 

 不納欠損を行う基準につきましては、他の

市税同様、地方税法第18条に基づく、５年間

を経過した場合の消滅時効及び第15条の７第

４項に基づく滞納処分の執行停止を行い、３

年経過した場合並びに同条第５項に基づき、

明らかに納付できないとして即時に行う場合、

以上の規定により不納欠損を行っております。 

 ２点目の市独自の減免制度の活用について

ですが、平成19年度23件、242万8,700円、平

成20年度19件、203万800円、平成21年度32件、

385万9,200円となっており、増加傾向にあり

ます。なお、倒産、解雇などによる離職や雇

いどめなどによる離職をされた方についての

政令減免と同等の理由であると判断できる場

合、市の条例減免の対象になります。 

 ３点目の強制徴収の基準についてですが、

国民健康保険税は他の市税同様、地方税法及

び国税徴収法の規定に基づき滞納処分を実施

しているところです。 

 法の規定によれば、納付期限を過ぎ、督促

状が発せられてから10日を経過しても完納と

ならない場合は差し押さえを行うこととなっ

ています。本市では、督促状を発した後、重
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ねて催告書などを送付して納税を促し、また、

納付できない事情がある場合は納付相談をす

るよう促しています。納付相談により、分割

などの申し出があり、計画的な納税に至るケ

ースが多くありますが、種々な事情から、納

税相談や分割での納付申し出にも至らない事

案もございます。 

 滞納処分の対象財産の選定は個別事案の実

情により異なり、一概には説明できませんが、

基本的には、事務の効率性、合理性から、換

金性の容易性や換金スピードなどの観点から、

債権を優先して実施することになります。 

 債権には預貯金、給与、生命保険、賃貸借

債権などがありますが、債権によっては差し

押さえが禁止されているものもありますので、

法に基づき行っているところです。 

○議長（中西峰雄君）３番 富岡君、再質問

ありますか。 

 ３番 富岡君。 

○３番（富岡清彦君）大変、時間的に、非常

に詳しい答弁、ありがとうございます。 

 それでは、再質問をしたいと思います。 

 まず、１項目めの真に市民の命と健康を守

れる国民健康保険事業についてですが、社会

保障としての国民健康保険事業であるとの担

当部長の答弁がありました。この観点が大変

重要であると考えます。で、あえてただした

ところでございます。 

 全国的に国民健康保険加入者は4,738万人。

全国民の約４割が加入する公的医療保険制度

であります。しかし、今日、加入世帯の20.8％

の世帯が納期までに国民健康保険税を納税で

きない現状にあります。中には１年以上国民

健康保険税を滞納し、国民健康保険証を取り

上げられる、この件数、全国で実に31万1,000

世帯に達し、医療機関の受診を受けられず死

に至るケース、ＮＨＫ等でも「クローズアッ

プ現代」というところで放送されましたけれ

ども、このことは、国民健康保険法の目的、

「国民健康保険事業の健全な運営を確保し、

もって社会保障及び国民保険の向上に寄与す

ることを目的とする」とした国民健康保険事

業が、この目的を危うくしています。 

 この現状認識と、橋本市においてこのよう

な悲惨な事例が発生していないのか、答弁を

求めます。 

○議長（中西峰雄君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（上田敬二君）先ほどから、

社会保障の一環として国民健康保険があると

いう答弁をさせていただきましたけれども、

皆保険、日本において必要な医療を早期に受

けることができるのは国民の権利であるとの、

そういう認識に立っております。 

 その前提として、国民健康保険は被保険者

全体の相互扶助で成り立っております。財源

となる保険料の確保は、制度の安定的な運営

や被保険者間の負担の公平性を図る上でも極

めて重要であると、そういう認識を持ってお

ります。 

 生活困窮世帯とか、失業等で保険料を支払

われない、こういう事態も最近増えていると

ころでありますけれども、ただ、支払う能力

があるのに支払っていけない、こういう方も

実際いるのは事実です。こういう方について

は、未納者がますます増えていきますと、モ

ラルハザードが起こって、非常に問題である、

そういう認識も持っております。 

 そういうことで、国民健康保険法上、１年

以上保険料を滞納した方については、被保険

者証を返還した場合、資格証明書を交付する

ことができる。それに至るまで短期保険証を

発行している、そういう仕組みで現在運用し

ておりますけれども、生活が非常に苦しい、

あるいは収入がない、こういう方については、

資格証明書あるいは短期保険証の発行につい

て機械的に行うことは現在やっておりません。
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個々の世帯についての状況をお聞きして、払

えるような状態であるかどうか、職員が被保

険者の相談を受け、その中でどういう措置が

とれるか。減免制度もありますし、それと分

割という形もできますし、個々の事情に応じ

て相談に乗っている状況でありますので、機

械的にすぐ、１年未納になった場合について

は資格証明書を発行する、そういう強制的な

措置は行っていないつもりでありますので、

ご理解をお願いします。 

 それと、自殺者については、私は、税を払

えないから自殺に至ったという具体的な事例

については聞いておりません。 

○議長（中西峰雄君）３番 富岡君。 

○３番（富岡清彦君）私は、最大の問題は、

能力を超えた国民健康保険税額、ここにある

と思うんです。そもそも、国民健康保険に加

入されている方は、他の保険との比較でも、

所得において概ね３分の１程度ということで、

圧倒的に低所得者の市民の方です。しかも、

無職の方の比率が1985年度23.7％であったの

が、今日では50％を超える現状にあります。 

 この点、橋本市の実態、職種別等について

答弁いただけますか。 

○議長（中西峰雄君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（上田敬二君）職種別には資

料を持っておりませんので、答弁できません。 

○議長（中西峰雄君）３番 富岡君。 

○３番（富岡清彦君）今すぐでなくてもいい

んですが、資料、ありますか、ありませんか。 

○議長（中西峰雄君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（上田敬二君）それについて

は後ほど答弁させていただきます。 

○議長（中西峰雄君）３番 富岡君。 

○３番（富岡清彦君）能力を超えた税額にな

っているという点では、国民健康保険税の算

出というのは基本的に二つですわな。応能割

で約50％、応益割で50％ということから成り

立っているわけで、やっかいなのがこの応益

割なんです。世帯の支払能力には全く関係な

く、被保険者数に応じて賦課される均等割と

いうのと、人数にかかわらず１世帯として賦

課される平等割というのがあります。この制

度が被保険者の能力を超えた課税額となるわ

けで、もともと国民健康保険加入者の多くは

低所得者なので、非常に大変なわけです。事

実として、国民健康保険、政府管掌健康保険、

健康保険組合、この世帯の平均所得に占める

保険料ですね、橋本市では税ですが、その割

合というのは、国民健康保険が8.67％、ここ

までいっています。政府管掌健康保険は

4.10％、健康保険組合はさらに低くて3.27％

となっています。国民健康保険加入者の負担

が他の保険の2.1倍から2.6倍もの負担率とい

うことになっているのが実態なんです。 

 このことからも、いかに国民健康保険税の

負担が重いかというのが明らかだと思うんで

すけれども、こういう話をすると、国会での

議論にゆだねろというふうに言われる批判を

覚悟して、この実態について副市長はどのよ

うにお考えか、伺います。 

○議長（中西峰雄君）副市長。 

○副市長（清原雅代君）今、富岡議員もおっ

しゃいましたが、その点については、一市と

してどうこうということでなく、私も国会に

議論はゆだねるべきというふうに考えます。 

○議長（中西峰雄君）３番 富岡君。 

○３番（富岡清彦君）言いたかったのは、低

所得者層が多いということと、所得に対して

の負担も２倍とか、もっと2.6倍とかになって

いるということの客観的な認識を持っていた

だきたい。要は、大変なんだということです、

納税が。 

 次に、橋本市の国民健康保険事業の実態を

紹介します。 

 国民健康保険加入世帯数というのは１万
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252世帯、被保険者数が１万9,018人。そのう

ち、１世帯の所得が50万円以下の世帯、これ

は国民健康保険税額でいう所得です。実際の

所得ではないんですが、50万円以下しか所得

がないという世帯、2,400世帯あるんですよ。

100万円以下しか所得がないという世帯が

1,150世帯あるんですよ。これ、国民健康保険

加入者の橋本市の実態ですが、実に35％の世

帯が100万円以下の所得なんです。 

 もう一つ言えば、応益割のみ、というのは

応益割だけ、均等割、平等割だけの世帯が

2,739世帯に及んでいるのが実態です。 

 この数字を見ても、納期までに納税できな

い世帯数というのが2,115世帯。全国とよく似

ていますけれども、全加入世帯の20.6％とな

っています。これは、国民健康保険加入者の

５世帯に１世帯が納期までに納税できない、

そういう状況になっています。 

 納税しないとペナルティというのがかかり

ます。短期保険証の発行件数が315件、資格証

明書、いわゆる保険証取り上げが128件。この

ペナルティの対象となった多くの市民は受診

を控えている実態が見られます。また、病院

に行かなければならなくても行けないという

実態と。私はこれは異常事態であると考える

んですけれども、この点は政策決定のできる

方に答弁を求めます。何らかの政策を講じる

必要があるというふうに思いませんか。お尋

ねします。 

○議長（中西峰雄君）市長。 

〔市長（木下善之君）登壇〕 

○市長（木下善之君）富岡議員の再質問にお

答えをいたしたいと思います。 

 非常に、国民健康保険の問題、これは本当

に頭の痛いことでございまして、私ども県下

の市長会、あるいはせんだってから近畿の市

長会もございました。また、過日、全国の市

長会があったわけでございますが、それぞれ

地方からの国へ対しての要望、きょうは質問

があるかわからんと思って、ここへ、これだ

けの要望、350ほどあるんです、要望事項。そ

の中の、細かく言うと時間をとるわけでござ

いますけども、国民健康保険制度の抜本的な

見直しの問題とか、非常に項目がたくさん、

後期高齢者の廃止の問題であるとか、非常に

たくさん課題になっておるわけでございます。 

 そんなことで、これは市独自での一つの方

向というか、気色のいいようなすかっとした

ものはなかなか出がたいと思うんです、本当

に。私は、やはり何としても、これは国民保

護というか、そうした面で、国がこれについ

てしっかりと見ていただかないと、負担の問

題、これを非常にしっかりしとかないかんと

いうことを強く、これにも延々と書いておる

んですよね。我々は要望しておるわけであり

ますけれども。 

 しかし、市の国民健康保険運営協議会とい

うのがございますね。その中でもいろいろ議

論をいただいておるのは確かでございます。

例えば富岡議員のお考えからしますと、応能

の割合をどんと上げなさよと。一概にはいか

んと思いますけども、そうなりますと、低所

得者、そういう皆さんについては非常に軽減

できるのではないかなと。私も昔、文教厚生

委員長をしておるときには、それにも十分参

画させていただいて、応能、応益割合、これ

を大分議論した経緯があるんですけども、今

のところは応能、応益50、50ですか。そうい

う形になっておるんですけども、非常にいい、

明快な答弁はしがたいわけでございますが、

これは地方自治をあずかる者としましては、

ご多分にもれず、うちだけではございません

で、大変苦慮しておるのは確かであります。

それに向けて、県の市長会、今申し上げたよ

うに、国への強い要望をしながら、国民健康

保険の制度そのものの大いなる見直しもいた
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だいて、安定していけるように努力してまい

りたいと思います。 

○議長（中西峰雄君）３番 富岡君。 

○３番（富岡清彦君）今、市長もおっしゃっ

ていただいたように、能力に応じた国民健康

保険税額にするという点では、最大の理由は

国策ですわ、国策。かつて国民健康保険事業

に50％の負担を見てたんや、国は。何と今、

下がり下がって25％になっているんですよ、

実質。ですから、ここは民主党にもお願いせ

んなんねやけど、ぜひ、これはもとに戻して

いくと。一気に戻すのは難しいと思うんやけ

ど、これはぜひ、強く求めていかなければな

りませんが、私は、じゃ、自治体として何か

できるんじゃないですかということも言いた

いわけですよ。先に言うとけば良かったんや

けども。これ、一つは、やっぱり今５億円近

い、見込みですよ、国民健康保険基金がある

ので、これを一部取り崩すというのも一つ。

高い保険税を、国民健康保険税を下げるとい

うやり方。それから、これは市長の決断が絶

対要るんやけども、一般会計からの繰り入れ

ということやな。そうして国民健康保険税を

引き下げていくという。あと、考えられるの

は、市独自の減免制度をもっと徹底していた

だくというのか、充実していただくというこ

とになろうと思うんですけれども、「国に強く、

国に強く」と言っていても、国が動かなかっ

たら、先ほど紹介した実態に変化を起こせや

んので、こうした点で何か実行していけませ

んか。 

○議長（中西峰雄君）健康福祉部長。 

○健康福祉部長（上田敬二君）新しい取り組

みなんですけれども、このほど国民健康保険

法が改正されまして。国民健康保険というの

は市町村単位で運営されております。どうし

ても保険者の総数が小さい。大きいところも

ありますけれども、格差が非常に大きいとい

うことで、保険料もまちまちです。隣のまち

と保険料が、住所を移すことで違うというよ

うな、同じ、医療を受けられる保険制度であ

るのにもかかわらず違うことになります。そ

ういう問題点を解消することと、本来、国民

健康保険というのは国が一元化してやってく

れるのが一番いいんですけれども、保険料の

公平性という観点から一律にはなるんですけ

れども、そういうふうに市町村間の運営とい

うことで格差がありますので、これを何とで

も平準化しようということで、都道府県単位

の運営にできないかということで、全国市長

会とか全国町村会等から政府に申し入れをか

ねてから行ってまいりました。その足がかり

となるように、県のほうで再編について検討

しなさいというような、法改正によって新た

な取り組みができております。今後、県のほ

うについて市町村の意見を聞きながら、県域

単位で実施するのかどうか検討がなされるこ

とになります。 

 それと、ちょっと戻るんですけども、応能

割の話なんですけれども、これは医療を等し

く公平に受けるという観点から、それと資産

を持っている人に比重を多く保険料を払って

いただくというのは、保険料、保険税、この

方式は市町村によってどちらをとるかという

ような、形が違うんですけれども、料という

観点からいえば、医療を受けるという対価の

面から見れば問題があるということで、50対

50の比率でやりなさいということで、現在運

用しておりますので、もう少し慎重な検討が

必要ではないかと思っております。 

 それと、保険証がないということで医療が

受けられないという話なんですけれども、本

年の３月末では、資格証明書を発行しておら

れる方は119世帯となっているんですけれど

も、実際には行方不明の方が44名おられまし

て、実際に交付対象になっているのは75件で
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あります。この方についても再三面談の機会

をお願いしておりますけれども、役所のほう

へ来てくれない、反応が全然示されないとい

う方が非常に多うございますので、その点、

申し上げておきます。 

○議長（中西峰雄君）３番 富岡君。 

○３番（富岡清彦君）そうしたら、再質問、

次に、不納欠損の関連なんですけれども、あ

まり時間がなくなってきたので、簡単に聞き

ます。国民健康保険税の強制徴収ですね、預

金の差し押さえ、この強制徴収というのは、

どの、いかなる法律に基づいて実行している

のか、その法律を朗読ください。差し押さえ

の基準、これはもういいです。 

○議長（中西峰雄君）総務部長。 

〔総務部長（中山哲次君）登壇〕 

○総務部長（中山哲次君）差し押さえの基準

につきましては、先ほど健康福祉部長から答

弁をさせていただいたとおりでございます。

そういうことで、私のほうでは、なるほど法

的には淡々とそういう手続きがうたわれては

おります。督促を出して何日後、その後はい

つでも差し押さえできますよということにな

ってはおります。それは地方税法でなってお

ります。 

 ところが橋本市の場合、繰り返しになりま

すけれども、やはり法的に淡々とするだけで

はなく、督促状、催告書なり最終催告書で滞

納されている方々にご連絡をとらせていただ

いております。とにかく、個々の事情もござ

いますので、市役所のほうへ一度お越し願い

たいと、相談に来ていただきたいということ

で、まずはそういう手続きをさせていただい

ております。 

 また、高齢者、特にひとり暮らしの方々に

なりますとやはり、これは事務的な内容の話

なんですが、おうちのほうへお邪魔させてい

ただいて、ご本人にお会いさせていただいて、

家庭の事情なり等々お伺いさせていただいて

おるという対応もさせていただいております。

その中で、例えば生命保険を差し押さえさせ

ていただきましても、今までですと、何日後

には換金しますよという流れでしておりまし

たが、現在は、もう一度お手紙を差し上げて、

税金を納めていただきたいと、そうでなけれ

ば生命保険も解約せざるを得ませんよという

お手紙を差し上げておると。その結果、その

滞納者の方々の中では、分納誓約に至る場合

もございます。 

 そういうことで、以前から、議会からもご

指摘、ご質問もいただいておりますので、そ

ういった部分につきましては、より優しくと

言ったらおかしいですけれども、対応もさせ

ていただいているのも事実でございます。 

 以上、ご答弁させていただきます。 

○議長（中西峰雄君）議長より申し上げます。

総務部長の答弁は、３番議員の再質問に答え

ておりません。３番議員は、強制徴収の根拠

法令を示していただきたいという再質問であ

りますので、答弁願います。 

 総務部長。 

○総務部長（中山哲次君）そうしましたら、

後で法律を地方税法に基づきまして朗読をさ

せて、ご答弁に変えさせていただきたいと思

います。恐れ入ります。 

○議長（中西峰雄君）３番 富岡君。 

○３番（富岡清彦君）それは質問が終わって

からでもいいよ。コピーしてもらったら。僕

が言いたいのは、いわゆる生活費を押さえた

実態があるということよ。僕、以前質問した

けども、これ、国税徴収法では、生活費は押

さえることは禁止されているんよ。生活費を

押さえてええというのはどういう法律でやっ

ているんですかということを尋ねたいわけや。

いや、この質問に関しての調査でわかったん

やけど、どうも預金というのは何か余ったお
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金のような感覚でとらえているわな。給料と

違うと言うんや。でも、皆さん、議場におる

人も、僕らもそうやけど、給料って銀行振り

込みと違うん。余ったお金って、預金って違

うがな。実際のケースを説明したけど、パー

ト労働者の方が、７万円しかないんですよ。

それ、振り込まれたら即刻押さえたやん、全

額。国の税金の徴収の法律では生活保護費、

あるでしょう、基準。それは残せと言ってる

んよ、生活できやんから。それを押さえたら

あかんと、明確に書いてあるんですよ。ちょ

っと力が入り過ぎたけどね。そんなことをな

ぜやるんかと。わかれへんやろ、預金、これ

は給与か何やわかれへん。生活費か何かわか

れへんねやと。そんなん、本当に大変ですよ。

僕、直接聞いてんの、もう一つあるんやで。

こつこつ、こつこつ安い年金をためて、葬式

金として置いてるんやんか。その大半を押さ

えてしもうたやん。こんなん、本当、血も涙

もないやり方なんよ。これ、世間では泥棒と

言ってるやん、当局のやり方。今後、こうい

うやり方を改めるのかどうか、はっきりと答

弁してください。 

○議長（中西峰雄君）総務部長。 

○総務部長（中山哲次君）ご答弁させていた

だきます。 

 確かに、議員が質問されていただいている

部分については、私も非常に、前回の質問答

弁も踏まえまして、非常に考えておるところ

でございます。先ほどもご答弁させていただ

きましたが、今後も、当然のことだと思うん

ですが、調査内容については徹底していきた

いと。今まで、現在でも差し押さえ等々の決

裁が上がってまいりますが、決裁の判を押す

段階で、ほかの書類もたくさんあるわけでご

ざいますけれども、一番時間がかかるのが差

し押さえの起案文書、決裁文書になってござ

います。そういうことで、議員ご質問の部分

につきましては、再度、より調査内容を高め

ていきたいと。そして、それに取り組んでい

きたいというふうに考えておりますので、ご

答弁とさせていただきます。 

○議長（中西峰雄君）３番 富岡君。 

○３番（富岡清彦君）これ、そうしたら、必

ず面談というのか、面接して。その状況って

ある程度わかるやろ、会うて話をしたら。そ

れは最低やってもらえますか。そこから差し

押さえの手続きにいくと。そんな何百件もな

いわけやろ、差し押さえてんのは。 

○議長（中西峰雄君）総務部長。 

○総務部長（中山哲次君）うちのほうでは、

電話なり督促状なり催告書なり最終催告書な

り、何らかのご連絡をさせていただいておる

ということをまずご理解いただきたいと思い

ます。そして、窓口へ来ていただけた方々に

ついてはいろんなお話をさせていただいて、

納税のご相談に応じさせていただいておりま

す。ただ、残念なことに、うちのほうから何

度お願いを申し上げましても来ていただけな

いという方々につきましては、非常に私もご

答弁していてもしんどいんですが、いろんな

調査をさせていただくと。これは一概には言

えません。高額の預貯金が発見された場合も

ございますし、不動産が出てきた場合もござ

いますので、そういった場合は悲しいかな、

最終的には法の手続きをさせていただかなけ

ればならないケースもございます。 

 ただ、繰り返しになりますが、そういった

生活に困窮されておる方々につきましては、

より一層のより以上の調査なり面談なりとい

うことについては最大限努力させていただく

ということでご答弁させていただきます。 

○議長（中西峰雄君）３番 富岡君。 

○３番（富岡清彦君）もう時間がないので、

小中一貫校で一つだけ。橋本市の洪水ハザー

ドマップってあるわな。これ、全戸に配られ
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たんやけど。今度、橋本小中一貫校をつくる、

浸水すると書いてあるでしょう。３階に避難

せいと書いてあるんよ、橋本中学校が、紀の

川が増水してね。こういった点についても関

係者の方から心配の声が出ているんですよ。

ですから、何か非常に矛盾したような、危険

ですよと言っているのと、ここに最新の教育

の施設、小中一貫校をつくると言っているん

ですけど、その辺、こういう洪水対策という

か。もういくつもあったんやけど、時間がな

いので、この点だけ、どのように対応される

のか、伺っておきます。 

○議長（中西峰雄君）教育次長。 

○教育次長（西本健一君）６月広報紙の配布

にあわせまして、橋本市洪水ハザードマップ

が配布されました。このマップは、100年に１

度の大雨があり、紀の川と橋本川がはんらん

した場合に、国が想定する排水箇所を記載し

たものでありますが、実際には大滝ダムの整

備や河川改修、護岸整備など、河川のはんら

んを未然に防ぐため、国が積極的に事業を進

めておりますので、ご理解いただきたいと思

います。 

○議長（中西峰雄君）当局より、答弁保留の

分につき答弁いたしたいという申し出があり

ます。これを許可いたします。 

 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（上田敬二君）富岡議員、先

ほど国民健康保険の質問なんですけれども、

国民健康保険に職種別のデータ処理は行って

おりませんので、ありませんので、お願いし

ます。 

○議長（中西峰雄君）これをもって、３番 富

岡君の一般質問は終わりました。 

 この際、10時45分まで休憩いたします。 

（午前10時31分 休憩） 
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